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公益財団法人にいがた産業創造機構（NICO）は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなか、原

油価格・物価高騰等により事業活動の継続に苦しむ県内中小事業者への支援に取り組むため、これまで実施し

てきた専門家派遣事業を拡充し、経営計画策定や資金計画の立て直しのほか、コスト削減や省エネルギー機

器導入の検討などに取り組む県内中小事業者を支援する「原油価格・物価高騰等対応枠 専門家派遣事業」

（無料）を開始します。ついては、是非、報道等でお取り上げくださいますようお願いいたします。 

 

１．事業概要 

原油価格・物価高騰等対応枠 〔無料（利用者負担なし）〕  

原油価格・物価高騰等に伴う価格転嫁が難しい場合の経営計画策定や資金計画の立て直し、今後の企業

経営に必要なコスト削減や省エネルギー機器導入の検討など、県内中小企業等が抱える様々な経営課題の

解決を図るためのアドバイスを行います。 

・対象者：昨今の原油高、原材料高、円安等の影響により、売上高等が減少するなど、所定の要件（別添

資料）に該当する者 

・派遣回数：１社あたり５回まで（ただし、派遣決定日から令和５年２月末の間） 

・派遣予定件数：80社 

 

２．募集開始日 

令和４年６月 27日（月） 

 

【添付資料】 事業案内チラシ 

 

 

 
公益財団法人にいがた産業創造機構 経営革新支援チーム 担当：倉田・畑山 

〒950-0078 新潟市中央区万代島5番1号「万代島ビル」9階 
TEL：025-246-0056（直通） FAX：025-246-0030 E-mail：senmonka@nico.or.jp 

<この件に関する問い合わせ先> 

『 原油価格・物価高騰等対応 専門家派遣事業 』 

NICOから派遣する民間専門家が企業の課題解決のアドバイスを行います！ 



専門家派遣事業

一般枠・小規模企業枠

派遣回数：最大５回/社
対象：経営革新等により経営の向上を目指す

意欲があり、経営の向上に係る目的ま
たは目標が明確な中小企業者等

経営改善、資金調達、販路開拓、新商品開発
など、経営全般の幅広いアドバイス

詳しくは 専門家派遣事業WEBサイト
https://www.nico.or.jp/sien/senmonka/55903/

原油価格・物価高騰等対応枠／コロナ対応枠/チャレンジ支援枠/

一般枠・小規模企業枠 → 経営革新支援チーム

TEL:025-246-0056 E-mail:senmonka@nico.or.jp

DX支援枠 → デジタル化支援チーム

TEL:025-246-0069 E-mail:it@nico.or.jp

企業負担金
区分 一般枠 小規模企業枠 DX支援枠

1回あたり
費用

県内専門家 22,500円 15,000円 22,500円

県外専門家 28,500円 19,000円 28,500円

小規模企業：従業員20人以下（商業・サービス業は5人以下）

コロナ対応枠（無料）

経営改善、資金調達、販路開拓、新商品開発
など、経営全般の幅広いアドバイス

派遣回数：最大５回/社
対象：新型コロナウイルス感染症の影響により

売上高が減少し、以下のいずれかの要件
を満たす中小企業者等

①セーフティネット保証４号･５号、危機関連
保証のいずれかの認定を受けたもの

②令和３年４月～令和４年３月のいずれかの月
の売上高が、前年または前々年の同月と比
較して５％以上減少しているもの

事業計画のブラッシュアップや事業達成
に向けたアドバイス

派遣回数：最大３回/社
対象：既存事業の拡大や新規事業への進出

を支援する国や県などの補助金を活
用して、自社事業の拡大や業態転換、
新たな商品・サービスの開発や販路
開拓などに取組む中小企業者等

チャレンジ支援枠（無料）

〒950-0078
新潟市中央区万代島５番１号 万代島ビル９階

お問い合わせ・申請書類提出先

DX支援枠（２回目まで無料）

IT・IoT・AIの導入やDXを推進するにあたっ
ての諸課題を解決するためのアドバイス

派遣回数：最大５回/社
対象：DXによる経営の向上を目指す意欲

があり、経営の向上に関する目的
又は目標が明確な中小企業者等

DX支援枠は３回目以降の派遣から有料

原油価格・物価高騰等対応枠（無料）

経営計画策定や資金計画立て直し、コスト削減、省エネルギー機器導入の検討など、
経営全般の幅広いアドバイス

派遣回数：最大５回/社
対象：昨今の原油高、原材料高、円安等の影響により、最近１か月間又は３か月間の売上

高、売上総利益、売上高経常利益率のいずれかが前年同期比で５％以上減少している
もの

新設


